
平成23年１月15日第175号【 5 】 市 議 会 だ よ り

　
「
議
会
基
本
条
例
と
は
？
」

　
議
会
基
本
条
例
と
は
、
そ
の
名

の
と
お
り
「
議
会
の
基
本
的
な
事

項
」
を
条
例
（
市
の
法
律
）
と
し

て
定
め
る
も
の
で
す
。

　
簡
単
に
言
う
と
「
議
会
は
、
市

と
市
民
の
た
め
に
、
こ
の
条
例
に

沿
っ
た
活
動
・
運
営
を
し
て
い
き

ま
す
」
と
市
民
に
約
束
を
す
る
こ

と
で
す
。

　　　　
１２
月
定
例
会
で
の
制
定
を
目
指

し
て
検
討
を
進
め
て
き
た
「
塩
尻

市
議
会
基
本
条
例
」
が
、
定
例
会

最
終
日
に
提
出
さ
れ
、
可
決
・
制

定
さ
れ
ま
し
た
。
今
後
は
こ
の
条

例
に
沿
っ
て
議
会
活
動
を
行
っ
て

い
く
こ
と
に
な
り
ま
し
た
。

　
議
会
基
本
条
例
は
、
議
会
の
ル

ー
ル
を
条
例
化
す
る
こ
と
に
よ
っ

て
、
市
民
福
祉
の
向
上
及
び
市
政

の
発
展
に
寄
与
す
る
こ
と
を
目
的

と
し
て
い
ま
す
。

　
い
ま
、
地
方
分
権
の
時
代
に
あ

っ
て
、
自
治
体
の
権
限
及
び
財
源

が
よ
り
拡
大
さ
れ
る
な
か
で
、
議

会
も
時
代
の
変
化
に
対
応
し
て
い

く
必
要
性
が
高
ま
っ
て
い
ま
す
。

　
塩
尻
市
議
会
は
今
回
制
定
し
た

基
本
条
例
を
基
に
、
上
記
の
主
な

ポ
イ
ン
ト
を
中
心
に
条
例
の
目
的

を
達
成
で
き
る
よ
う
、
推
進
組
織

が
中
心
に
な
っ
て
議
会
の
活
性
化

に
取
り
組
む
予
定
で
す
。

　
最
後
に
、
こ
の
塩
尻
市
議
会
基

本
条
例
の
制
定
は
、
こ
れ
ま
で
の

塩
尻
市
議
会
が
取
り
組
ん
で
き
た

議
会
改
革
を
よ
り
発
展
さ
せ
形
に

し
た
も
の
で
す
。
な
に
よ
り
も
、

市
民
の
声
を
反
映
し
、
市
民
の
目

線
で
市
長
や
行
政
側
を
チ
ェ
ッ
ク

で
き
る
議
会
で
あ
り
続
け
る
た
め

に
も
、
市
民
の
み
な
さ
ん
が
市
政

へ
の
関
心
を
高
め
ら
れ
る
よ
う
、

わ
か
り
や
す
い
情
報
提
供
を
行
い
、

市
政
に
参
加
し
や
す
い
環
境
を
整

え
ま
す
。

　　　　　

　
議
会
基
本
条
例
に
つ
い
て
は
平

成
２１
年
7
月
か
ら
議
会
改
革
等
研

究
委
員
会
に
お
い
て
、
7
回
に
わ

た
り
議
論
さ
れ
、
さ
ら
に
２２
年
3

月
に
、
議
会
基
本
条
例
特
別
委
員

会
を
設
置
し
、
議
会
基
本
条
例
制

定
に
向
け
て
、
延
べ
１６
回
委
員
会

を
開
催
し
、
議
論
を
重
ね
条
例
を

作
成
し
て
ま
い
り
ま
し
た
。

　
特
に
、
条
例
案
の
作
成
に
当
た

っ
て
は
、
特
別
委
員
会
に
お
い
て
、

委
員
の
考
え
や
思
い
を
条
例
に
盛

り
込
む
た
め
、
一
か
ら
議
会
の
あ

り
方
に
つ
い
て
議
論
を
す
る
と
同

時
に
、
議
員
全
員
協
議
会
な
ど
で
、

各
議
員
の
意
見
や
考
え
を
聞
く
場

を
設
け
ま
し
た
。
議
会
と
市
民
並

び
に
市
長
と
の
関
係
に
つ
い
て
、

議
員
同
士
の
自
由
な
意
見
交
換
や

議
論
を
お
こ
な
い
、
そ
れ
ら
を
踏

ま
え
、
条
例
案
の
作
成
に
至
り
ま

し
た
。

議論を重ねた議会基本条例特別委員会

議
会
基
本
条
例
が

　
　
制
定
さ
れ
ま
し
た

議
会
基
本
条
例
制
定
ま
で
の
経
過

議
会
基
本
条
例
の
主
な
ポ
イ
ン
ト

市民福祉の向上と市政の発展のため

塩尻市議会基本条例制定！塩尻市議会基本条例制定！

　一
、
市
民
と
の
意
見
交
換
の
場
の
設
置

　

市
民
、
地
域
、
市
民
団
体
等
と
の
多
様
な
意
見
交
換
の
場
を
設
け
、

政
策
提
案
の
強
化
に
努
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
（
第
７
条
２
）

　二
、
請
願
者
、
陳
情
者
自
ら
が
意
見
を
述
べ
ら
れ
る
場
の
設
置

　

請
願
者
ま
た
は
陳
情
者
の
意
向
に
応
じ
て
意
見
を
聴
く
機
会
を
設
け

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
（
第
７
条
４
）

　三
、
議
会
報
告
会
の
開
催

　

市
民
に
対
す
る
議
会
報
告
会
を
年
１
回
以
上
開
催
し
、
市
民
の
意
見

を
議
会
の
活
動
に
反
映
す
る
も
の
と
す
る
。
（
第
10
条
）

　四
、
財
政
の
監
視
機
能
の
強
化

　

議
会
は
、
市
長
等
か
ら
予
算
執
行
状
況
に
つ
い
て
報
告
を
求
め
る
こ

と
が
で
き
る
。
（
第
13
条
）

　五
、
推
進
組
織
の
設
置

　

本
条
例
の
目
的
を
達
成
す
る
た
め
、
具
体
的
な
運
用
に
関
し
て
、
推

進
す
る
組
織
を
設
置
す
る
。
（
第
19
条
）


